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令和７年第２回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和７年２月２６日「令和７年第２回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１３名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和             ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一  １１番 鈴木 徹  １２番 橋本 保  

１３番 青木 莊一 １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は５名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主  査 加藤友彦、 

主  事 髙野 栞、主  査 中山康一 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第５号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第３ 議案第６号  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

日程第４ 議案第７号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地造成工事施工届出書について 

（２）農地の使用貸借権の解約について 

（３）農地法第３条の３の規定による届出について 

（４）農地の賃借料情報について（報告） 

（５）農地転用届出による専決処分について 
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 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は１３名です。また、農地利用最適化推進委員６名が

出席をしております。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、１１番委員と１２番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから７ページ、４．報告事項の（１）活動状況

、（２）農地異動状況、（３）県許可の状況について、事務局からそれぞれ

説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、報告事項ですので、この程度にさせていただきます。 

       本日は、傍聴希望者がございませんので、このまま進めさせていただきた

いと思います。 

       それでは、議案書８ページ、５．付議事項の日程第１、議案第４号 農地

法第３条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号１、申請地は、社家■■■■■■■■、登記簿地目、田、現況地

目、田、■■■平米です。譲受人は、社家■■■■■■■■■、■■■■、

持分２分の１、■■■■、持分２分の１、譲渡人は、綾瀬市■■■■■■■

、■■■■、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図につきましては、資

料１－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。１０番委員。 

【１０番委員】 １月１４日に代理人より説明を受けました。もともとこの農地は譲受人
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の■■■■さんのおやじさんが■■さんに売ったものということであります

。今回、■■さんの息子さんと一緒に農業を実施することから、買い戻すと

いうことですので、ほかの土地も適切に管理されています。特に問題ないと

思います。 

       なお、■■■■さんは、平成２７年度から１期３年、農業委員の任期をや

っておられました方ですので、特に問題はないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 ■■さんの農家世帯としての状況でございますが、■■さんと息子さんの

■■さんの２人が農業従事者だそうです。経営主は、令和７年の農家台帳で

は■■さんとなっております。農業への従事状況に関してですが、■■さん

の農業経験年数は６０年、農業従事日数は１５０日、■■さんの農業経験年

数は４年、農業従事日数は５０日とのことです。■■さんの世帯の現在の農

業経営面積は、自作地で、田が■■■■■平米、畑が■■■平米、合計、■

■■■■平米です。機械は、トラクター■台、耕運機が■台、田植機■台、

コンバイン■台、軽トラック等を所有しており、機械の面、労働力の面、技

術の面を見ても、譲受人として特に問題ないと思われます。そのほか、許可

をすることができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当

する項目はございません。この案件に関して特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１１番委員。 

【１１番委員】 今回、第３班が担当ということで、昨日、２番委員がほかの会議とぶつ

かられたということで、ご都合が悪いということでしたので、４番委員、９

番委員、１０番委員、私と、それと事務局で確認に行ってまいりました。先

ほど１０番委員も言われましたけれども、現地を見たところ、きれいに作付

もしてあられましたし、これからも作付をされるということでございますの

で、特に問題はないということでございました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号１について、許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  査】 受付番号２、申請地は、河原口■■■■■■■■、登記簿地目、田、現況

地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。譲受人は

、綾瀬市■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市■■■■■■■■

、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与でございます

。現地の案内図、写真は、資料２－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       市外の方々での権利移動となりますので、農地の所在する地区の委員の意

見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 今月１日でしたか、■■さんの代理人であります■■■■■■■■■■

の■■■■さんより説明を受けました。世帯内贈与ということで、娘さんの

■■さんに譲り渡すということで、現在、田んぼを作付しておりますけれど

も、今後もそのまま田んぼの作付を続けるということで、何ら問題ないかと

思いまして、承認いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 ■■さんの農家世帯としての状況でございますが、譲渡人であります■さ

んと、受人で子の■■さん、■■さんの母■■■さんと、■■さんの夫■■

さんの４人が農業従事者だそうです。経営主につきましては、綾瀬市に確認

いたしましたところ、農家台帳では■さんとなっておるということです。農

業への従事状況に関してですが、■さんの農業経験年数は６０年、農業従事

日数は３２０日、子の■■さんの経験年数は１５年、従事日数は２１０日、
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母■■■さんの経験年数は６０年、従事日数は１５０日、夫■■さんの経験

年数は１５年、従事日数は８０日とのことです。■■さんの世帯の現在の綾

瀬市内の農業経営面積は、自作地で、畑のみでございまして、■■■■■平

米ということです。機械につきましては、トラクター■台、耕運機■台、軽

トラック等を所有しておりまして、機械の面、労働力の面、技術の面を見て

も、譲受人として特に問題なく、許可をすることができない場合が定められ

ております農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案

件に関して特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１１番委員。 

【１１番委員】 この案件につきましては、昨日現地を確認いたしましたが、適切に管理

をされており、また、今後も作付をされるということでございますので、問

題はないということでございました。 

【議  長】 それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２について、採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可といたします。 

       続きまして、受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  査】 受付番号３、申請地は、下今泉■■■■■■■、登記簿地目、田、現況地

目、田、■■■平米でございます。譲受人は、下今泉■■■■■■■■、■

■■■、譲渡人は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、持分８分の３、■

■■■、持分８分の１、権利の種類につきましては、所有権の移転、目的は

、世帯内贈与でございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料３

－１でございます。 

       以上です。 
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【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】 こちらの案件は、昨年の第１０回定例総会にかけられて承認された土地の

残り半分の案件でして、今回、また半分、息子さんに贈与したということで

、２月７日に■■■■氏が自宅に来られて、問題ないと思われたので、署名

捺印をいたしました。昨日、現地確認、一緒に行きまして、昨年刈り取られ

た後の田んぼが適正に管理されておりましたので、問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 まず、持分についての補足ですが、今、９番委員がおっしゃられていたと

おり、もともと■■さんは、８分の４の持分がありますので、今回の世帯内

贈与で１分の１のお１人の持分ということになります。 

       それでは、農家世帯としての状況についての説明に移ります。■■さんと

妻の■■さん、お子さんの■■さんの３名が農業従事者ということです。経

営主は、令和７年度の農家台帳では■■さんとなっております。農業への従

事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は

１５０日、■■さんの経験年数は４９年、従事日数は１５０日、■■さんの

経験年数は８年、従事日数は１００日とのことです。■■さんの世帯の現在

の農業経営面積は、自作地で、田んぼのみでございまして、■■■■■平米

です。機械は、例年、トラクター、田植機、コンバイン等をその都度必要な

機械を知人などからのリースで対応しておりまして、その他、労働力の面、

技術の面を見ても、譲受人として特に問題なく、許可をすることができない

場合が定められております農地法第３条第２項各号に該当する項目はござい

ません。この案件に関して特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１１番委員。 

【１１番委員】 この案件につきましても、昨日現地に確認に行きましたが、先ほど９番

委員が言われたとおり、適切に作付をされておられましたし、今後も状況的

には変わるようなことはないというふうに思われましたので、問題はないと

いうふうに思います。 



 7

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号３について、採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可といたします。 

       次に、議案書９ページから１２ページ、日程第２、議案第５号 引き続き

農業を行っている旨の証明について を議題といたします。 

       受付番号３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 引き続き農業を行っている旨の証明について でございます。 

       この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受ける方が、３年ごとに引き続

きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要なもので

ございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている農地を農地

として管理してきたかということを農業委員会が証明するものでございます

。 

       それでは、受付番号３の説明をさせていただきます。被相続人は、上郷■

■■■■■■、■■■■、相続人は、上郷■■■■■■■、■■■■、引き

続き農業を行っている期間は、令和４年２月２５日から令和７年２月２６日

までです。特例農地等の明細でございますが、大谷■■■■■■■■■、現

況地目、田、登記簿地目、田、農振農用地区域内、面積、■■■平米、ほか

１筆、議案書のとおりでございます。事務局で２月１３日に現地調査を行っ

たところ、農地として適正に管理されていましたので、特に問題ないと思わ

れます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号３について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、１０ページ、受付番号４について、事務局から説明をお願い

いたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号４の説明をさせていただきます。被相続人は、

本郷■■■■■■、■■■、相続人は、本郷■■■■■■、■■■、引き続

き農業を行っている期間は、令和４年３月１７日から令和７年２月２６日ま

でです。特例農地等の明細でございますが、本郷■■■■■■■■■、現況

地目、畑、登記簿地目、畑、農業振興地域内、面積、■■■■■平米、ほか

１４筆、議案書のとおりでございます。事務局で２月１３日に現地調査を行

ったところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと

思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号４について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、１１ページ、受付番号５について、事務局から説明をお願い

いたします。 
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【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号５の説明をさせていただきます。被相続人は、

大谷北■■■■■■■■■、■■■■■、相続人は、大谷北■■■■■■■

■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和４年２月２５日か

ら令和７年２月２６日までです。特例農地等の明細でございますが、大谷北

■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、生産緑地、面積、■

■■平米、ほか３筆、議案書のとおりでございます。事務局で２月１３日に

現地調査を行ったところ、農地として適正に管理されていましたので、特に

問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号５について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１２ページから１３ページ、日程第３、議案第６号 相続税

の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について を議題といたします

。 

       受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認につきましては

、現在、相続税の納税猶予の特例適用を受けている農地の利用状況について

、税務署から調査依頼が来たため、現地を調査し、その結果を税務署へ回答

するものでございます。 

       それでは、受付番号１です。相続人は、下今泉■■■■■■■■■、■■

■■、相続開始年月日は、平成１６年１２月１０日、特例農地等の明細につ

きましては、下今泉■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、■■
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■平米、議案書のとおりでございまして、市街化調整区域内の農地でござい

ます。これらの農地につきまして、事務局で２月１３日に現地調査を行いま

したが、全て良好に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます

。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号１について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書１２ページ、受付番号２について、事務局から提案説

明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２です。相続人は、上今泉■■■■■■■■、

■■■■、相続開始年月日は、平成１７年６月３０日、特例農地等の明細に

つきましては、上今泉■■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田

、■■■平米、ほか６筆、議案書のとおりでございまして、これら全て市街

化調整区域内の農地でございます。これらの農地につきまして、事務局で２

月１３日に現地調査を行いましたが、全て良好に管理されておりましたので

、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号２について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書１３ページ、受付番号３について、事務局から提案説

明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号３です。相続人は、本郷■■■■■■、■■■

■、相続開始年月日は、平成１６年１２月１日、特例農地等の明細につきま

しては、本郷■■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、■■■

■■■平米、ほか１０筆、議案書のとおりでございます。こちらの農地も全

て市街化調整区域内の農地でございます。これらの農地につきまして、事務

局で２月１３日に現地調査を行いましたが、全て良好に管理されておりまし

たので、特に問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号３について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１４ページ、日程第４、議案第７号 農用地利用集積計画（

案）について「貸し借り」 を議題といたします。 

       受付番号２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】 改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事

者より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いたします
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。 

       受付番号２です。借り手は、本郷■■■■■■■■、■■■■■■■■■

■、代表社員■■■■、貸し手は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、

貸し借りする農地は、杉久保南■■■■■■■■■、現況地目、畑、地積、

■■■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、

利用目的は、普通畑、期間は、令和７年３月１日から令和１１年１２月３１

日までの５年間です。こちらは農業振興地域内、新規の計画となります。こ

ちらの案件について、２月１３日に事務局で現地確認を行いまして、現地は

農地として適正に管理されておりました。また、借り手は市内農業者であり

、農用地集積計画の法的要件が定められている改正前の農業経営基盤強化促

進法第１９条第４項の各要件を満たしておりますため、特に問題ないと思わ

れます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２について、質疑のある方はお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       続きまして、受付番号３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号３です。借り手は、中新田■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、中新田■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は、中新田■

■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸

し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は

、令和７年３月１日から令和１２年１２月３１日までの６年間でございます

。こちらも農業振興地域内、新規の計画となります。こちらも２月１３日に

事務局で現地確認を行いまして、農地として適正に管理されておりました。
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こちらも借り手は市内農業者であり、農用地集積計画の法的要件、各要件を

満たしておりますため、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方はお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号３について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       続きまして、受付番号４ですが、お諮りをいたします。 

       受付番号４と次の受付番号５は、借り手が同一人であり、貸し手も同一農

家世帯であることから、効率よく進めるため、説明、質疑、採決を一括して

行いたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       また、受付番号４及び５については、８番委員が貸し手として議事参与の

制限に該当しますので、審議終了まで退席をお願いいたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （８番委員退席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号４及び５について、事務局から一括して説明をお願いいたします 

      。 

【主  事】 受付番号４です。借り手は、中新田■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、中新田■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、及び東京都小金井

市■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農

地は、中新田■■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか

１筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目
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的は、水田、期間は、令和７年３月１日から令和１１年１２月３１日までの

５年間です。こちらも農業振興地域内の新規の計画となります。 

       続いて、受付番号５です。借り手は、先ほどと同じなので割愛します。貸

し手も、同じなので割愛します。貸し借りする農地は、中新田■■■■■■

■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの

種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７

年３月１日から令和１１年１２月３１日までの５年間です。こちらも農業振

興地域内、新規の計画となります。これらの案件についても２月１３日に事

務局で現地確認を行いまして、農地として適正に管理されておりました。借

り手は市内農業者でありまして、農用地集積計画の法的要件、各要件を満た

しておりますため、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       受付番号４及び５について、質疑のある方は一括でお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号４及び５について、一括して採決をさせてい

ただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       暫時休憩といたします。 

         （８番委員復席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       続きまして、受付番号６ですが、お諮りをいたします。 

       受付番号６と次の受付番号７は、借り手が同一人であり、農地の所在も隣

同士であることから、効率よく進めるため、説明、質疑、採決を一括で行い

たいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 
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【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       受付番号６及び７について、事務局から一括して説明をお願いいたします 

      。 

【主  事】 受付番号６です。借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手は

、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、上郷■■■■■

■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し借り

の種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和

７年３月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。こちらも農業振

興地域内、新規の計画となります。 

       続いて、受付番号７です。借り手は、先ほどと同じのため割愛します。貸

し手は、上郷■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は、上郷■■

■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸

し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は

、令和７年３月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。こちらも

農業振興地域内、新規の計画となります。これらの案件についても２月１３

日に事務局で現地調査を行いまして、農地として適正に管理されておりまし

た。借り手は市内農業者で、農用地集積計画の法的要件の各要件を満たして

おりますため、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号６及び７についてですが、質疑のある方は一括でお願

いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括しての意見がありましたらお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号６及び７について、一括して採決をさせてい

ただきたいと思います。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 
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       次に、議案書１５ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）農地造成工事施工届出書について を案件といたします

。 

       受付番号１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 農地造成は、農地の切土、盛土によって、農地等の形質を変更する

ことを言いますが、海老名市では、軽易な農地造成を行う場合には、海老名

市農地造成工事指導要綱に規定する届出を出していただくこととしておりま

す。具体的には、１，０００平米以下で高さ１メートル以下の盛土、切土で

あって、耕作中の中断期間が３か月以内のものについてがこの手続の対象と

なります。 

       それでは、受付番号１です。申請地は、上河内■■■■■■■■■■、登

記簿地目、畑、現況地目、畑、面積、■■■平米、ほか１筆、農用地区域外

の畑でございます。土地所有者は、上河内■■■■■■、■■■■、施工業

者は、綾瀬市■■■■■■■■■■、有限会社■■■■、代表取締役■■■

■、申請地を畑として利用するための畑から畑への盛土の届出です。盛土は

、土地所有者が所有いたします上河内■■■■■■■■■■の圃場の土を使

います。申請地の地図は資料４－１、資料４－２には公図をお配りしており

ます。 

       それでは、資料４－３を御覧いただきたいと思います。こちら、工事計画

図、その次が断面図でございます。上が北側、下が南側でございます。東側

の道路から３メートルほどセットバックし、盛土した土と併せて表土とする

ような計画となっております。最終的には道路の高さが２０センチいたしま

して、東側から西側方向へ盛土をしていきます。申請地の隣地は、東側は道

路、それ以外の西側、南側及び北側の土地は、同じ所有者であります■■■

■氏が所有する土地となっており、問題ないかと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 当該地は今回、畑地に盛土をするというふうな申請の内容になっておりま

すけれども、事情がございまして、過去の経緯として、公図にありますけれ
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ども、公図の■■■■■■というのが宅地なんですね。それで、■■■■■

■、ここの土を近くの畑に持っていくという形での申請の内容です。 

       ところが、なぜ畑から畑へ持っていくのかということには事情がございま

して、ちょうどこの宅地と、今回、土を取る場所との間に大型の擁壁を設置

されたんです。その設置されるに当たって、県の許可を得なくちゃいけない

のだけれども、無許可で無届けで許可を得てしまったんですね。それで、大

型の擁壁ですから、一定の高さの制限があるわけですけれども、その制限を

超えて畑の切土をしてしまったというふうな形で、その上にさらにまた１メ

ートルぐらいの擁壁を、簡単な土留めをつくってしまったということに対し

まして、県のほうで大分激怒されて、取り壊せというふうなことで、いろい

ろ一悶着あったんですが、その後、いろいろ調整されて、上の土をある程度

撤去すれば認めようじゃないかというふうな形になりまして、この土を取っ

て、隣接の近くの自分の畑に盛土をするというふうな内容です。 

       私ども、地元で心配していたのは、まず無届けであるということに対して

大分いろいろ心配していたのですけれども、一応県のほうと調整されて、県

のほうでも上の土をある程度土圧がかからないように調整すればそれで認め

ようじゃないかということに落ち着かれたので、一応今回の盛土造成になっ

たというふうな形の経過でございまして、■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今後、またほかの案件で

も出てくるような問題も抱えているんですけれども、一応今回の形はこの形

によって県の擁壁の関係の了解も得られたようですから、この形の申請でや

むを得ないのかなというふうな判断で、私どもは同意をいたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

【１９番委員】 この盛土の届け出というのが、１，０００平米以下であって、１メート

ル以下の高さであれば届け出になる。この１，０００平米かつ１メートル以

下という形なんでしょうか。それとも、あくまでも１，０００平米以下だけ

れども、１メートル以上盛った場合には、これは許可の関係となっちゃうの

か、その辺の差というのはどういうふうになっているのか。 
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【事務局長】 １，０００平米を超えたものについては、この届出では駄目です。許可に

なります。 

【１９番委員】 それは５０センチでも。 

【事務局長】 そういうことです。面積が１，０００平米だったら、何センチ積もうが許

可になります。１，０００平米以下でなおかつ１メートル以下だよといった

場合、こちらの届出の適用です。例えば２，０００平米で５０センチ積んで

も、これは届出では駄目だよと。ここだけの話、中には、分けてやるとかと

いうことです。要は面積１，０００平米以上だったら届出じゃなくて許可で

すよと、そういう制度でございます。 

【１９番委員】 ５センチだろうが、１０センチだろうが、１，０００平米を超えたら許

可の対象と。 

【事務局長】 そういうことです。 

【１９番委員】 分かりました。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、農地造成工事については了承としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１６ページ、（２）農地の使用貸借権の解約について を案

件といたします。 

       受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 農地の使用貸借権について、合意解約が行われた旨の通知がありましたの

で、報告いたします。 

       受付番号２、届出地は、中新田■■■■■■■、登記簿地目、田、地積、

■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、中新田■■■■■■■■、■■

■■■、借人は、中新田■■■■■■■■、■■■■でございます。こちら

は、農用地利用集積計画作成により行われておりました水田の使用貸借権の

解約となります。合意により解約する日は令和７年２月７日、土地の引渡し

日も同日という形になっております。 
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       なお、こちらの案件については、先ほどの議案第４号 農用地利用集積計

画案にて御説明いたしました受付番号３と同様の筆でありまして、令和７年

３月１日から借人を替えて新たに貸し借りを結ぶ形になっております。現地

につきましては２月１３日に事務局で確認しまして、農地として適正に管理

されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１７ページから１８ページ、（３）農地法第３条の３第１項

の規定による届出について を案件といたします。 

       受付番号２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 議案書の１７ページでございます。受付番号２、権利を取得した者は、横

浜市■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、令

和５年１０月１１日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有

権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の

所在ですが、国分北■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■

■■平米、持分２分の１でございます。 

       以上、報告です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２の届出については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 
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       続きまして、受付番号３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号３、権利を取得した者は、東京都町田市■■■■■■■■■■、

■■■■、権利を取得した日は、令和５年１０月１１日、権利を取得した事

由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望

は、なしです。届出に係わる土地の所在でございますが、国分北■■■■■

■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■■■平米、持分２分の１でござ

います。 

       以上、報告いたします。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号３の届出については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       続きまして、受付番号４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 １８ページでございます。受付番号４、権利を取得した者は、上今泉■■

■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、令和５年１０月１１

日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会に

よるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在でございます

が、上今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■■■平米

でございます。 

       以上、報告いたします。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号４の届出については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 
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       続きまして、受付番号５について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号５、権利を取得した者は、座間市■■■■■■■、■■■■■、

権利を取得した日は、令和６年１月１３日、権利を取得した事由は、相続、

取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしです

。届出に係わる土地の所在でございますが、上郷■■■■■■■■、現況地

目、宅地、登記簿地目、畑、■■■平米でございます。 

       以上、報告いたします。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号５の届出については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１９ページ、（４）農地の賃借料情報について（報告）を案

件といたします。 

       事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 それでは、議案書１９ページでございます。農地法５２条では、農業委員

会は、農地の賃借等の動向その他の農地に係る情報の収集、提供を行うもの

というふうにされておりまして、この規定をもって、毎年この時期に農業委

員会が農地賃借料情報を提供しておりまして、農業委員会だよりやホームペ

ージなどで公開しているところでございます。 

       （４）農地の賃借料情報について（報告）でございます。令和６年１月か

ら１２月までに締結（公告）された賃貸借における１０アール当たりの賃借

料水準でございますが、表にございますとおり、田んぼは平均額７，６００

円、最高額１万３，１００円、最低額４，９００円、畑につきましては、平

均額が１万３，７００円、最高額が３万３００円、最低額が６，００円にな

ります。 

       この算出方法でございますが、水田または普通畑として賃借権を設定、公

告した田んぼが２８件、畑が２８件の１０アール当たりの賃借料のそれぞれ
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の平均値をまず算出いたしまして、そして、その平均値からプラスマイナス

７０％の範囲を超えるものにつきましては特殊なケースとして除きまして、

残った田２７件（７６筆）、畑が２３件（４１筆）の賃借料から算出した結

果を議案書に記載しております。また、水稲で現物払いをしている場合につ

きましては、玄米６０キログラム当たり１万１，４００円に換算しておりま

す。玄米価格については、ＪＡさがみ海老名営農センターのうるち米の買取

価格を用いております。なお、平均額、最高額、最低額の計算結果に１００

円未満の端数が出ていた場合は、１００円に切り上げた数字になっておりま

すので、あらかじめご了承ください。また、表下段の括弧書きにつきまして

は、昨年の報告内容でございますので、参考にしていただければと思います

。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       質疑のある方はどうぞ。 

【１９番委員】 玄米６０キロ当たり１万１，４００円というのはどういう根拠なんです

かね。２等米とか３等米の差があるんですかね。１万１，４００円というの

は安い感じがするんですが。どこから持ってきたのか。 

【主  査】 私のほうから説明させていただきます。 

       １万１，４００円の計算のやり方なんですけれども、先ほど説明がありま

したように、営農経済センターから提出された情報のはるみ、てんこもり、

キヌヒカリ、コシヒカリ、さとじまんの買取り価格を参考にしておりまして

、今回お示ししている計算については、１等が３０キロ６，０００円、２等

が３０キロ５，７００円、３等が３０キロ４，６００円で計算しております

。これについては、はるみ、てんこもり、キヌヒカリ、コシヒカリ、さとじ

まんの価格を全部足し込んで、５種類あるので、５で割って、袋代の１００

円を引いた数字を、１００円未満を１００円に切り上げた形でやっておりま

す。その結果、先ほど説明したように、１等が６，０００円、２等が５，７

００円、３等が４，６００円としております。この１等、２等、３等の数字

について、出荷割合がありますので、出荷割合に応じて比例計算をしました

ところ、５，６９６円に平均でなっていまして、これを３０キロになるので
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倍数にしますと１万１，３９２円、１００円未満を切り上げて６０キロ１万

１，４００円としている形になっております。 

       以上です。 

【１９番委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

【１７番委員】 畑とか田んぼではなく、施設のハウスとか温室の、これは基準というの

はあるんですか、それとも双方で決めているんですか。 

【主  査】 そちらについては、先ほど■■■■■■■説明があった、やっぱり高いん

ですよね。施設がついているのは高いので、要は７０％、平均から超えちゃ

うような、計算の中には入っていないです。委員ご指摘のように、施設はい

ろいろな施設があるので、施設つきの畑の場合は相対で相談して決めている

ということで、中には結構高いのがありますけれども、そういったものは計

算から今回除外させていただいている関係で、平均値みたいなものは出して

おりません。気になる場合は相談していただければと思うんですが、この計

算の中からご意見をいただければと思います。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします 

       次に、議案書２０ページから２１ページ、（５）農地転用届出による専決

処分について を案件といたします。 

       ２０ページの農地法第４条の２件、２１ページの５条の７件について、事

務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】 市街化区域内の農地転用の届出に関する報告です。議案書２０ページを御

覧ください。農地法第４条第１項第７号の規定による届出です。届出期間は

、令和７年１月１日から１月３１日、受付番号１及び２の２件で、畑が１，

６６６平米でございます。 

       続きまして、議案書２１ページを御覧ください。こちらは農地法第５条第
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１項第６号の規定による届出です。届出期間は、同じく令和７年１月１日か

ら１月３１日、受付番号１から７の合計７件で、田が４０９．１６平米、畑

が５，５４９平米、合計が５，９５８．１６平米でございます。これらの案

件について、専決処分で受理したことを一括して報告いたします。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承とさせていただきます。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 事務局からは。 

【事務局長】 ございません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】 大変慎重審議いただきまして、ありがとうございました。 

       以上をもちまして、令和７年第２回定例総会を閉会とさせていただきます

。ありがとうございました。 

― 了 ― 


